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保険料納付のお知らせ

　地域医療を身近な問題として考え、地域住民、行政、医療関係者それぞれの相互理解を深め、
地域が一体となって、地域医療の確保に取り組む機運の醸成を図るためシンポジウムを開催します。 

日　時　平成20年11月29日（土）12時20分～18時（開場：11時50分～） 

場　所　海の総合文化センター（牟岐町川長字新光寺82） 

定　員　先着500名 

内　容　テーマ『地域医療を考える』 
　　　　●基調講演1．2．3　　●●シンポジウム 

主　催　徳島県　　　　共　催　徳島県医師会、財団法人地域社会振興財団 

後　援　美波町、牟岐町、海陽町、海部郡医師会、徳島大学、海部郡婦人連合会 

【お問い合せ先】　徳島県保健福祉部医療健康政策局医療政策課　☎088－621－2212

納付書が届いている方は、納期までに必ず納めてください。 
　長寿医療制度は公費や後期高齢者支援金のほか、被保険者一人ひとりに納めていただく保険
料で運営されています。 
 

平成20年度の普通徴収（口座振替、直接納付の方）納期 
 
 
 
 
 
 

　納期限は各月の末日になります。ただし、その末日が土曜日、日曜日
及び休日（祝日）の場合は、次の平日が納期限となります。 

 
○保険料の納付が困難な場合などはご相談ください。 
　災害等により重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情により保険料を納めること
が困難な方については、保険料が減免となる場合がありますので、お早めにご相談ください。 

○被保険者証について 
被保険者証は1人に1枚交付され、75歳になる誕生日までに、お送りします。 

○障害認定について 
　新たに障害者手帳等の交付を受けられる65歳以上75歳未満の方が、長寿医療制度に加入する場合は、
障害者手帳等交付申請時に後期高齢者医療障害認定申請手続を行ってください。 
　なお、すでに障害認定を受けられている方については、障害者手帳等の更新は必ず有効期限内に行ってく
ださい。 

○健康診査の受診は、お早めに 
　現在、健康診査の対象となる方にお送りしております健康診査受診券には、有効期限があります。受診券
の有効期限をご確認の上、必ず有効期限内に受診するようにしてください。 

 
【お問い合せ先】　役場住民福祉課　☎77－3614　　支所住民室　☎78－2212


